
１．医療機関情報－入院基本の変更
　１）業務メニュー【９１　マスタ登録】を選択します。
　２）【１０１　システム管理マスタ】を選択します。
　３）管理コード【５０００　医療機関情報－入院基本】を選択し【Ｅｎｔｅｒ】します。
　４）【図１－①】の一番大きい数字を選択し、【図１－②】の有効年月日の終了日に【Ｒ６．５．３１】
　　と入力し、【Ｅｎｔｅｒ】を押します。

　

　５）【Ｆ１２　確定】を押します。画面が切り替わりましたら、何も変更せず【Ｆ１２　登録】を押します。
　６）メッセージ表示後、【ＯＫ】を押します。
　７）再度、管理コード【５０００　医療機関情報－入院基本情報】を選択し【Enter】します。
　８）選択番号が空白の状態で、【図２】のように
　　有効年月日に【Ｒ６．６．１】と入力します。

　９）有効年月日の終了日は一度【Ｅｎｔｅｒ】を押すと
　　【９９９９９９９９】と入力されます。
　１０）【Ｆ１２　確定】を押します。
　１１）画面が【図３】に移行します。

本作業前に施設基準の変更がないかご確認下さい。
変更がある場合は、本作業前に「《１》施設基準変更方法手順書」にて施設基準の変更をお願いします。

※サンプル画面は、病院の画面です。有床診療所は、若干画面が異なりますが、操作方法は同じです。
※入院がある医療機関様は下記の手順により、設定の変更が必要です。（5月中に変更して下さい。）

《２》入院料・入院加算等変更手順書

※変更後、「３１　入退院登録」にて、必ず6月１日異動日で【転科・転棟・転室】を行い、入院会計の内容をご確認下さい。

→6月より、入院時食事療養や、入院　加算等が変更になる場合は、変更を行って下さい。
※新設の加算項目については「令和6年6月診療報酬改定対応（入院）」をご覧ください。
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　１２）【Ｆ１２　登録】を押します。
　１３）メッセージ表示後、【ＯＫ】を押します。
　１４）再度、管理コード【５０００　医療機関情報－入院基本】を選択します。
　１５）【図４】のように、有効開始年月日の【Ｒ６.６.１～９９９９９９９９】
　　　が追加されている事をご確認下さい。

２．病棟管理情報の変更

　１）業務メニュー【９１　マスタ登録】を選択します。
　２）【１０１　システム管理マスタ】を選択します。
　３）管理コード【５００１　病棟管理情報】を選択し【Enter】します。
　４）【Ｆ１２　確定】を押します。
　５）表示されている病棟を選択します。
　６）【図５－①】の一番上の期間を選択します。
　７）【図５－②】の有効期間の開始日を【Ｒ６．６．１】に変更します。

　

　８）【Ｆ６　追加】を押します。
　９）「有効期間の重複するデータが存在します。前の期間を区切りますか」のメッセージが表示されますの
　　　　で、【ＯＫ】を押します。
　　　再度、該当の病棟を選択し、【図５－①】の【Ｒ６．６．１】を選択してください。
　１０）入院料の変更又は、入院基本料が表示されない場合、入院基本料の▼をクリックし、変更して下さい。
　　　※１０対１の入院基本料の場合は急性期一般入院料の７で初期値が設定されます。

※新設の加算項目については「令和２年４月診療報酬改定対応（入院）」をご覧ください。
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3．病室管理情報の設定

　１）業務メニュー【９１　マスタ登録】を選択します。
　２）【１０１　システム管理マスタ】を選択します。
　３）管理コード【５００２　病室管理情報】を選択し【Ｅｎｔｅｒ】します。
　４）【F１２　確定】を押します。
　５）病棟名称の▼ボタンを選択し、病棟名をクリックします。
　６）表示された病室をクリックします。
　７）【図６－①】の一番上の期間を選択します。
　８）【図８－②】の有効期間の開始日を【R６.６.１】に変更します。
　→何も変更がない医療機関様は”１０）”へ進んで下さい。

　９）【図６－③】の点線の中の設定を変更する場合は、施設基準の変更が必要になります。

　　　　　施設基準設定後、再度、「３．病室管理情報」を行って下さい。

　１０）【Ｆ６　追加】を押します。
　１１）「有効期間の重複するデータが存在します。前の期間を区切りますか」のメッセージが表示されますの
　　　で、【ＯＫ】を押します。
　１２）入力内容の再確認をします。
　　　　再度、病室を選択し、【図７－①】丸で囲まれている部分に【図７】
　　　　のように、【R６．６．１～９９９９９９９９】が追加されている事を
　　　　ご確認下さい。確認後、【Ｆ２　クリア】を押して下さい。

※病室が複数ある医療機関様は、６）～１２）の作業を各病室毎に行って下さい。

※変更後、「３１　入退院登録」にて、６月１日異動日で【転科・転棟・転室】を行い、入院会計の算定内容を変更して下さい。

※室料差額が変更になる医療機関様はこの画面で設定変更を行って下さい。

”必要な施設基準が設定されていません”と表示されましたら、「《１》施設基準変更方法手順書」にて、

～以上で作業終了です～
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